
 

 

１ 健康診断に関すること  

（１）児童生徒のプライバシーや心情に配慮した健康診断の実施について 
児童生徒の健康診断においては、正確な検査・診察を実施するとともに、児童生徒のプライバシ

ーや心情に配慮することが重要です。学校は、健康診断の実施主体として、円滑な健康診断実施の

ための環境整備に努める必要があります。そのために、①学校医及び検査機関と事前に相談のう

え、学校の実情や児童生徒の発達段階等に応じて実施すること ②児童生徒及び保護者の理解が得

られるよう、事前に丁寧に説明を行うこと などの工夫が考えられます。 

 

ア 学校医及び検査機関と事前に相談のうえ、学校の実情や児童生徒の発達段階等に応じて実施す

ること 

各学校においては、学校保健計画に定期健康診断の実施や評価の時期を明記し、毎年度、学校と学校

医が健康診断の方法について共通理解を図るよう取り組むことが大切です。 

学校は口頭で説明を行うだけではなく、児童生徒

の実態、児童生徒への事前指導や保護者への情報提

供の方法など、参考となる資料を学校医に提示する

ことも、共通理解を形成するには有効です。 

また、「検査・診察時の対応及び服装についての留

意点（埼玉県教育委員会・埼玉県医師会）」「学校健

康診断実施上の留意点（文部科学省・日本医師会）」

は、学校と学校医が健康診断について打ち合わせを

する際に、共通理解を形成するために参照しながら

活用することを想定して作成された資料です。これ

らを活用し、健康診断の実施方法や個別の配慮につ

いて相談を行ってください。 

 

イ 児童生徒及び保護者の理解が得られるよう、事前に丁寧に説明を行うこと 

事前の説明では、検診目的や検診方法だけではなく、服装やプライバシー

への配慮について具体的な内容を示したり、写真等を用いて、脱衣が不要な

下着の形状を明確に示したりするなどの工夫が考えられます。 

また、個別の配慮を要する場合もあるため、相談しやすい環境づくりにも

大切です。 

その他、日ごろの取組みとして、学校だよりや保健だよりで学校医等の紹介

を行ったり、学校医と関わる機会を積極的に設けたりするなど、児童生徒及び

保護者と学校医等の関係づくりに取り組むことも大切です。資料３「保健だよ

り（例）（埼玉県教育委員会・埼玉県医師会）は、各学校が実態に応じて、編

集し使用することが可能です。（参考：次頁 通知例） 

  

Ⅳ 各分野の最新動向や現代的健康課題への対応、実践事例等 

資料３「保健だより（例）」 

（埼玉県教育委員会・埼玉県医師会） 

服装についての留意点」 

（埼玉県教育委員会・埼玉県医師会） 

「学校健康診断実施上の留意点」 

（文部科学省・日本医師会） 

資料１ 

「検査・診察時の対応及び 

資料２ 
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＜通知例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康診断における月経随伴症状等の早期発見及び保健指導等の実施について 

思春期女子に対する婦人科的診察は必須検査項目ではありませんが、所見を有する児童生徒を的確に

把握し、健康相談や保健指導を実施したりすることは重要です。 

■産婦人科医への相談基準 

陰 毛：13歳以上で全く「なし」 

乳房のふくらみ：７歳未満で「ある」 

初経の時期：15歳になっても月経が一度もないと原発無月経の可能性（専門医への受診を勧める） 

月 計 周 期：３か月以上月経が来ないと続発無月経の可能性（専門医への受診を勧める） 

月経痛と月経随伴症状：繰り返し腹痛、頭痛、嘔気・嘔吐などの症状が強く、授業を受けることが困

難な場合は月経困難症等の可能性、月経開始の３～10 日前からイライラや憂

鬱、下腹痛や頭痛、むくみ、食欲の亢進や傾眠等の多彩な精神的・身体的症

状が出現し、月経開始とともに減退する場合は月経前症候群の可能性（専門

医への受診を勧告） 

（参考：児童生徒の健康診断マニュアル平成 27年度改訂（公益財団法人日本学校保健会）） 

○○学校長 

 
担当 ○○ 

○○学校長 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

①健康診断は、法に基づき実施していることや、「風邪などの症状に対して診察と 

は異なり」と分かりやすい伝え方で、検診方法や目的を示している。 

②イラストの活用 

③検診項目と各検診項目の検査方法を説明している。 

④検診時の服装や脱衣の必要な場面での対応について明記している。 

⑤「学校医による診察の直前まで、不必要な露出を避けるよう配慮する」など、 

具体的にプライバシーへの配慮の方法を説明している。 

⑥内科検診の他、心電図検査、運動器検診など、他の脱衣を伴う診察・検査に 

ついても説明している。 

⑦欠席した場合の対応について明記している。 

⑧担当、問い合わせ先を明記している。 

⑧ 
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（３）色覚の検査について 

学校における色覚の検査は、平成 15年から希望者に対して個別に実施するものとなっています。 

児童生徒が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え就業規制に直面する事態などを避けるため、各

学校においては、以下の２点について留意することが大切です。 

①健康相談で行う色覚検査について、学校において無料で相談や検査ができることを児童生徒及び 

保護者に周知すること。 

②教職員が、色覚に関する正確な知識を持ち、学習指導、生徒指導、進路指導等において配慮を行う 

とともに、適切な指導を行うよう啓発すること。 

 

 
 
（４）事後措置について 

ア 歯科 

（ア）歯科健康診断の結果、特に歯列・咬合の異常について通知する際には、検査結果のみではなく、

検査結果の意味や関連する情報を含めるなど、本人・保護者が検査結果を踏まえて適切に対処で

きるよう工夫することが大切です。 

（イ）歯科健康診断結果の通知に伴い、児童生徒が専門医を受診する場合は、受診の前に学校歯科医が

健康診断の検査結果をもとに必要な児童生徒・保護者に対して個別の健康相談等を実施し、児童

生徒やその保護者へ想定される一般的な治療や費用等必要な情報の提供について配慮するよう努

めることが大切です。 

 

 

 

 

これら事後措置等への対応を円滑に行うためには、日ごろから学校と学校歯科医を含めた地域の歯科

医療機関との連携が重要です。健康診断の計画・立案時などに確認を行うなど学校歯科医と共通理解す

るようにしてください。 

 

イ 健康診断の結果，心身に疾病又は異常が認められず，健康と認められる児童生徒についても，事後

措置として健康診断の結果を通知し，当該児童生徒の健康の保持増進に役立ててください。 

 

 

 

  

参考通知・参考資料 

R6.9.26 付け【教保体第 1066-1、1066-2 号】学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留

意すべき事項について 

R6.2.26 付け【教保体第 1725-1、1725-2 号】児童生徒等の健康診断時における配慮について 

R4.4.4 付け【事務連絡】学校歯科健康診断における歯列・咬合の検査について 

H26.5.23 付け【教保体第 332 号】学校保健安全法施行規則の一部改正等について（通知） 

「児童生徒等の健康診断マニュアル 平成 27 年度改訂」（H27.8.25 公益財団法人日本学校保健会） 

参考：学校における色覚に関する資料（H28.3 公益財団法人日本学校保健会）

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/196 

特に、「歯列・咬合」について「２」（専門医（歯科医師）による診断が必要）の結果を通

知する場合、診療に係る費用が高額となる場合があります。児童生徒本人や保護者が、受診

した際、予期せず負担を強いられることが生じないよう注意することが必要です。 
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２ 目の健康に関すること  

（１）目の健康に関する実態 
「裸眼視力 1.0 未満」の小学生の割合は 36.0％と

なり、過去の数値と単純比較はできないものの、県別

の集計が可能となった平成 18 年度以降、最多となり

ました。年齢別に見ると、６歳（小学校１年生）では

約４人に 1人(25.5％)、11歳（小学校６年生）では半

数近く(46.6％)が裸眼視力 1.0 未満になっています。 

また、「裸眼視力 0.3 未満」の割合は、学年が上が

るとともに増加し、６歳（小学校１年生）の 1.0％に

比べ 11 歳（小学校６年生）では 19.2％と、18.2 ポイ

ント高くなっています。 

 

（２）視力低下の要因と対策 
＜視力低下の要因＞ 

裸眼視力 1 . 0 未満の子供の全てが近視であるとは限りませんが、そのうち、

約８～９割は近視であることが指摘されています。近視は、遺伝要因と環境要因

の両方が関係すると言われていますが、近年の近視の増加は、環境による影響が

大きいと考えられています。環境要因として、屋外で過ごす時間の減少や近業

（ 近い所を見る作業）の増加等が指摘されています。 

 

＜視力低下への対策＞ 

 上記のことから「屋外で過ごすことを増やす」「できる限り、近い所を見

る作業を短くする」などの対策が考えられます。 

①学校生活における対策 

 「タブレットを使うときの５つの約束」などを活用した ICT 機器の適切

な使用に関する指導や、屋外活動の推進など、学校生活全体を通じた指導

に取り組みます。 

②家庭との連携 

・定期健康診断結果を通知する際など、児童生徒の健康状態を踏

まえ、健康相談・保健指導を行う。 

・県ホームページ「目の健康を守るために」や文部科学省作成の

資料などを活用し、学校だよりや保健だよりを通じて、情報提

供し、啓発に取り組む。 

・保護者が学校に集まる機会（保護者会や学校保健委員会）など

の機会を捉え、「健康に留意したＩＣＴ機器の適切な使用」など

をテーマに、目の健康に関する生活習慣について、児童生徒と

保護者が一緒に考える機会を作る。 

 

 
参考通知 

R6.8.16 付け【保体課・事務連絡】「子供の目の健康を守るための啓発資料について」 

R7.3.24 付け【教保体第 1822 号】健康に留意したＩＣＴ機器の適切な使用に関する啓発資料について 

0
10
20
30
40
50
60

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

小学生 年齢別 裸眼視力１．０未満

の者の割合（埼玉県）

1.0未満0.7以上 0.7未満0.3以上 0.3未満

（令和５年度学校保健統計調査結果） 

25.5％ 27.6％ 
31.4％ 

41.1％ 43.3％ 46.6％ 

タブレットを使うときの５つの約束（文部科学省） 

近視について解説した資料（文部科学省） 

啓発資料「健康に留意したＩＣＴ機器の適切な使用に 

ついて」（埼玉県教育委員会） 
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３ 生命（いのち）の安全教育  

（１）性犯罪・性暴力対策の強化の方針 
   国は、これまでの性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」（令和２年度～４年度）による取組を継続・

強化するため、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月）を決定し、令和５年度～７

年度を「更なる集中強化期間」と位置付け、取組を継続・強化することとした。 

 

（２）生命（いのち）の安全教育 
   文部科学省では「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、子供たちが性暴力の加害者、被害者、

傍観者にならないよう、「生命（いのち）の安全教育」を推進しており、令和５年度より全国展開している。 

ア 指導の手引き・教材について（文部科学省） 

（ア）指導の手引き 

    各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、

障害のある児童生徒への指導方法の工夫、保護者への対応等が示されている。 

 （イ）スライド教材・動画教材 

    児童生徒の発達の段階や学校の状況を踏まえ、各学校の判断により、 

教育課程内外の様々な活動を通じて活用することが可能である。また、 

教材の内容については各学校や地域の状況等に応じて、適宜内容の加除 

や改変を行った上での使用も可能である。 

イ 実践事例集について 

    幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援 

学校の多様な事例が、全体計画、目標、学習指導要領等との関連箇所、授 

業展開例、指導上の留意点等の構成によりまとめられている。 

 

（３）埼玉県における「生命（いのち）の安全教育」の取組 
   第４期埼玉県教育振興基本計画の「目標Ⅱ・豊かな心の育成」における施策８「人権を尊重した教育

の推進」の主な取組「子供を性暴力の当事者にしないための教育の推進」に位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

   「性に関する指導」と「人権教育」がより一体的に行われるようにすることで、「生命（いのち）の安全

教育」を積極的に推進する。その際、文部科学省の教材等も各学校等の実態に合わせて活用していく。 

 

 

 

 

 

 

参考資料・参考通知 

・性犯罪・性暴力対策の強化について（文部科学省 HP）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 → 実践事例集、参考事例集も掲載されている。 

・生命
い の ち

の安全教育（文部科学省 HP）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html 

 → 指導の手引き、スライド教材、動画教材、動画教材活用の手引き、動画を使用した授業展開例が掲載されている。 

第２章 

施策の展開 

より一部抜粋 
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緊急時医薬品投与に関する校内研修資料集 

■資料紹介・活用のすすめ 

学校において、アナフィラキシー発症時の自己注射液（エピペン®）、てんかん発作時の口腔用

液（ブコラム®）、重度の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）の使用において、

学校が適切に対応するためには、医療機関等と連携し、校内研修を実施するなどによって、疾病

や組織的対応について理解を深めることが重要です。 

 そこで、埼玉県学校保健会では、各学校が校内研修を行う際に使用できる「緊急時医薬品投与

に関する校内研修資料集」を作成しました。以下に、各資料の内容や活用方法を示しましたの

で、各学校の実態に応じて、御活用ください。 

今後、資料見直しの参考とするため、右 QR コードあるいは、下記 URL からアンケート

の回答に御協力をお願いします。 

（１）対象： 資料を活用して研修を行った学校（１回の研修会につき、１回回答してください） 

（２）回答期間： 令和７年４月～令和８年１２月 

アンケートのお願い 

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=84858&accessFrom= 

資料は DVD にて、各学校 1 部ずつ配布しています。 
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４ 文部科学省「学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」 

文部科学省は、学校保健安全法に基づき策定された「第３次学校安全の推進に関する計

画（令和４年３月２５日閣議決定）」を踏まえた、各学校における安全教育や安全管理に関

する取組について調査を行った。（令和５年度実績） 

 調査結果を基に、全国平均と埼玉県平均を比較し、良い点や改善点について取りまとめ

たので、各校での学校安全体制の推進に活用していただきたい。 

 

Ⅰ 調査対象  

県内公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園 

（さいたま市を除く）【 計１，２６７校 】  

 

Ⅱ 結果の主な概要 

  全国平均と比較し、５ポイント以上の増減があったものを抽出している。 

 （＋５％以上の場合はグレー、－５％以上の場合は白抜き文字で標記） 

 

（１）学校安全の位置付けについて 

 

 

 

 

● 学校経営に「学校安全」を明確に位置付けている学校 

● 学校評価において「学校安全」に関する項目を扱っている学校 

 

（２） 学校安全計画について 

 

 

 

● 学校安全計画や安全教育等の周知対象 

 保護者 地域住民 関係機関 その他 

埼玉県 77.0% 41.8% 53.9% 2.5% 

全 国 64.7% 34.6% 55.3% 2.5% 

 

（３）学校安全に関する教職員研修について 

 

 

● 学校安全計画に、教職員の研修について盛り込んでいる学校 

 
生活安全 災害安全 交通安全 

サイバーセ

キュリティ 

性犯罪、性

暴力防止 

埼玉県 90.8% 80.6% 77.1% 52.6% 34.1% 

全 国 81.8% 75.2% 61.4% 48.4% 28.7% 

 

埼玉県 全 国 

99.4% 98.7% 

97.3% 90.5% 

多くの学校で、学校経営に「学校安全」を明確に位置付けているとともに、学校評価にお

いて「学校安全」に関する項目を扱い、学校安全体制の見直しを行っている。 

全ての学校で「学校安全計画」を策定し、学校安全に計画的に取り組んでいる。 

また、安全教育の内容を保護者や地域住民に周知し、地域で課題を共有している。 

「学校安全計画」を基に、学校安全に関する多様な研修を実施している。 
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● 教育活動中の児童生徒の重大事故を想定した職員向けの訓練を実施している学校 

 突然倒れた

際の応急手

当 

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮ

ｯｸに関する

研修 

消防等へ

の通報訓

練 

保護者対応

に関する研

修 

その他 

埼玉県 93.1% 46.6% 52.1% 14.3% 0.3% 

全 国 84.7% 40.5% 50.2% 14.1% 0.5% 

 

（４） 学校安全を推進するための組織について 

 

 

 

● 学校安全推進の中核となる教員 

 安全主任 主幹教諭 教務主任 生徒指導

主事 

保健主事 養護教諭 その他 

教員 

事務職員 

他 

埼玉県 87.5% 13.8% 15.5% 27.5% 19.0% 24.2%  7.2% 4.4% 

全 国 61.2% 12.9% 14.7% 39.0% 25.7% 33.2% 19.4% 5.1% 

 

（５） 登下校の安全について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 通学路を設定している学校 

● スクールゾーンを設定している学校 

● 通学路の安全点検の実施者 

 児童生徒 保護者 

地域住民 

教育委員

会 

警察署員 道路管理

者 

有識者 教職員 その他 

埼玉県 40.0% 78.9% 24.3% 10.2% 5.8% 0.6% 97.4% 1.0% 

全 国 29.2% 76.7% 37.9% 31.3% 18.4% 2.9% 91.9% 1.4% 

 

 

（６）地域の災害リスクに合わせた訓練について 

 

 

 

 

 

埼玉県 全 国 

86.6% 78.7% 

46.6% 32.9% 

多くの学校で校務分掌に「安全主任」を設け、学校安全推進の中核を担っている。 

全国と比較し、通学路及びスクールゾーンを設定し、登下校に関する安全管理を行ってい

る学校が多い。また、教職員及び児童生徒が自らの視点で通学路の安全点検を行っている

学校が多い。 

一方、警察や道路担当課等の関係機関と連携した点検方法を工夫する必要がある。埼玉県

では、５年に１度、学校、警察、道路担当課が一体となって「通学路総点検」を実施して

いる。次回の「通学路総点検」でより関係機関と連携した点検を実施する必要がある。 

浸水想定区域または、土砂災害想定区域内に所在している学校では、「危機管理マニュア

ル」に被害を想定した内容を記載している。 

一方、マニュアルに記載した、浸水または土砂災害を想定した訓練を実施している学校は

半数程度で、地域の特性に応じた避難訓練を実施することが求められる。 
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● 大雨や洪水等の浸水想定区域内に所在する学校 【埼玉県６０３校/全国１１９６６校】 

 

● 浸水を想定した危機管理マニュアルを作成している学校(603校中) 

● 浸水を想定した避難訓練を実施している学校（603校中） 

 

● 土砂災害想定区域内に所在する学校 【埼玉県５５校/全国６２０９校】 

 

● 土砂災害を想定した危機管理マニュアルを作成している学校(55校中) 

● 土砂災害を想定した避難訓練を実施している学校(88校中) 

 

 

（７）災害時の児童生徒の留め置きについて 

 

 

 

 

● 児童生徒が学校に待機することを想定して備蓄している物品 

（自治体が用意したものも含む） 

 飲料水 

食糧 

救急用品 ライト 

ろうそく 

通信手段 防災 

ラジオ 

発電機 ﾍﾙﾒｯﾄ・

防災頭巾 

毛布・ダ

ンボール

ベッド 

簡易 

トイレ 

埼玉県 84.1% 80.1% 64.6% 34.0% 41.4% 43.0% 62.4% 67.6% 57.1% 

全 国 70.9% 72.7% 57.4% 27.1% 44.0% 39.2% 42.3% 54.3% 42.9% 

● 児童生徒の引渡し方法や待機方法について、保護者と手順を 

決めている学校 

 

 

（８）自治体との連携やコミュニティ・スクールの活用について 

 

 

 

 

 

● 地域住民等の避難受け入れ時の対応について、市町村の防災担当  

部局や地域の自主防災組織等とあらかじめ協議している学校 

● 地域学校安全委員会やコミュニティ・スクール等の仕組みを活用している学校の取組領域 

 生活安全 災害安全 交通安全 安全点検 弾道ﾐｻｲﾙ

等 

ｻｲﾊﾞー  

ｾｷｭﾘﾃｨ 

性犯罪 その他 

埼玉県 65.0% 45.8% 70.2% 27.2% 6.0% 17.4% 9.1% 0.2% 

全 国 58.6% 44.2% 65.5% 19.8% 4.1% 18.2% 8.3% 0.3% 

 

埼玉県 全 国 

96.0% 85.6% 

45.3% 62.8% 

埼玉県 全 国 

90.9% 80.8% 

49.1% 58.5% 

埼玉県 全国 

99.0% 86.0% 

埼玉県 全国 

98.3% 80.8% 

授業中に大規模災害が発生した場合、児童生徒を学校に留め置くことが想定されるが、 

保護者に引き渡すまでの間の備蓄品が用意されている学校が多い。 

また、多くの学校で保護者と引渡し方法についての手順を決めている。 

大規模災害時に学校は避難所になるが、避難者の受け入れの対応について自治体と協議し

ている。また、コミュニティ・スクール等の仕組みを活用し、地域全体で学校安全に取り

組んでいる学校がある 
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  ５　文部科学省　学校事故対応に関する指針【改訂版】概要
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  ■実践事例 ： 学校・家庭・地域が一体となった食育推進の取組 

  熊谷市立妻沼小学校の実践 （令和６年度埼玉県小・中学校等食育指導力向上授業研究協議会 開催校）  

１ 研究主題 

 

２ 研究の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校、家庭、地域と連携した食育の推進～本物体験からの学びをとおして～ 

主題設定の理由 

  食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つであり、健康な生活を送るためには健全な食生活

は欠かせないものである。しかし、近年、子どもの偏った栄養摂取や不規則な食事などの食生活の乱

れ、肥満や過度の痩身とともに、増加しつつある生活習慣病等が懸念されている。成長期にある子ども

にとって、健全な食生活は健康な心身をはぐくむために欠かせないものであるとともに、将来の食習慣

の形成に大きな影響を及ぼすものである。 

 そうした状況を踏まえ、学校、家庭、地域が連携して、次代を担う子どもの食習慣の形成に努めるため

に上記の研究主題を設定した。 

研究の仮説と手立て 

（１）研究主題に対する仮説 

各学年の発達段階に応じた食に関する指導を行えば、食への関心が高まり、望ましい食習慣が身に

付くであろう。 

（２）仮説に対する手立て 

①専門性を生かした授業の実践  

②食への関心を高める環境の整備  

③児童の食習慣の実態把握とその改善 

研究構想図 

研究組織図 
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児童が食物を栽培、収穫し、食べるという体験を通して生命のつながりを学ぶ教育を 

「エディブルエデュケーション」と言い、それを学校で取り組むことを「エディブルスクール 

ヤード」と言う。本校では、以前からこの「エディブルスクールヤード」に取り組んでいる。 

４月   ・夏野菜植え 
 
５月   ・玉ねぎの収穫 
      ・ジャガイモの収穫 
      ・ホテル総料理長を招いての 
       献立作り 
 
６月   ・サツマイモの苗植え 
      ・田植え体験 
      ・夏野菜の収穫（９月頃まで） 
      ・大豆の種まき 
 
１０月  ・稲刈り 

・脱穀体験 
・サツマイモのツル切り、収穫 
 

  １１月  ・収穫祭 
         ・冬野菜植え 
         ・大豆収穫 
         ・豆腐作り 
 

１２月  ・ブロッコリー・カリフラワー・ 
白菜の収穫 

・作った豆腐を使った 
味噌汁作り 

 ２月  ・味噌作り 

 

 

 

実践  ～年間を通した食育の取組～ 

前年度に植えたものを３年生が収穫する。高学年が手伝いに加わっている。 

地元の福祉団体に協力してもらい
ながら田植えを行う。 

１本１本手作業で植えるため、とて
も根気のいる作業だが、農業の大変
さを、身をもって経験できている。 

活動の結果が食材としてフィードバック！ 

野菜の収穫 

収穫したサツマイモや米を給食として提供している。米は給食室で炊
飯し、１人１人がおにぎりを握って食べる。 

また、これまでお世話になった方を「めぬまっ子大収穫祭」に招待し
て、一緒にいただく。 

 

育てた大豆を収穫、殻剥き、選別して調理する。 
専門家を招いて、味噌や豆腐を作り、できたものは家庭科の調理実習

で使う食材や給食となる。 

「令和５年度食育白書」 

 「令和５年度食育白書」が農林水産省から公表された。その５１ページには、本校の食育の取組事例が「地域における

食育教育・農業教育の取組」として紹介された。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/r5_wpaper.html 

収穫した野菜はその日の給食で提供されることも！！ 

自校の調理室へ届ける 収穫した野菜を使った給食 
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実態調査の結果より 

研究の成果と今後の課題 

【成果】 

○地域の種苗店や農業、飲食業に携わる方と連携しながら多くの活動に取り組んだ。それにより活動内容に深まり

をもたせることができるとともに、児童の知識を高めることもできた。 

○専門家をゲストティーチャーとして招いて授業を行ったり、自分で野菜を育てて食べたりする「本物体験」を充実さ

せたことで、児童の食への意欲・関心を高めることができた。 

【課題】 

○児童の食に対する考え方、捉え方の多様性を尊重しながら、指導を継続していく必要がある。その上で、児童が楽

しんだり、意欲的な気持ちをもったりしながら、好ましい食習慣やマナーの定着を図りたい。 

○アンケート結果で伸びの低い項目における家庭への啓発や、家庭の取組を学校へフィードバックする機会におい

ては、まだ取組の余地があった。今後も児童の食への関心を高め、望ましい食習慣を身に付ける指導を粘り強く

行っていく必要がある。 

【アンケートの結果から】 

○継続して指導をしてきた成果が、第１～３回アンケートで段階的に上昇する数値へと表れた。特に、質問４では「熊谷の

特産品」や「食品の栄養素」等が飛躍的に向上し、児童に定着させることができた。 

○質問５から、手洗いや食器の並べ方など、指導内容を実践へと繋げることができ、児童に望ましい食習慣が身に付いた

ことがわかった。 

●質問２で、朝食を食べないと答えたのは特定の児童であり、数値に変化は表れなかった。個別指導や家庭へのアプロ

ーチを行うなどして１００％を目指したい。 

質問１ 食への興味・関心はありますか。 

■ある ■少しある ■ほとんどない ■ない 

質問２ 毎日朝食を食べますか。 

■毎日食べる ■１週間に２～３日食べないことがある。 ■１週間に４～５日食べないことがある。 ■食べない 

質問３ 給食で出された食べ物は全部食べていますか。 

■いつも全部食べる ■ときどき残すことがある ■いつも残す 

質問４ 食に関することで知っていることを選びましょう。 

朝
ごはんの

大
切
さ 

食
べる

時
の
正
しい

姿
勢 

正
しい

食
器
の
並
べ
方 

食
品
の
栄
養
素 

食
品
や
食
材
を
作
って

 

くれる

人
の
思
い 

熊
谷
の
特
産
品 

■５月   ■７月   ■１０月 

質問５ 食に関することで実践していることを選びましょう。 

簡
単
な
食
事
作
り 

好
き
嫌
いなく

食
べる

 

食
べる

時
の
姿
勢 

正
しいはしの

 

持
ち
方
 
使
い
方 

正
しく

食
器
を
並
べる

 

食
事
のあいさつ

 

食
べる

前
の
手
洗
い 

■５月   ■７月   ■１０月 
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